
 

 

自由研削用といしの取替え等の業務の特別教育の実施について 
 

                              札幌労働基準協会 

 

 労働安全衛生法第５９条第３項（労働安全衛生規則第３６条第１号)では、｢研削といし

の取替え又は取替時の試運転の業務」に従事させる労働者に対し、特別教育を実施しなけ

ればならないと定められています。 

 このたび、当該業務に係る特別教育規程に基づく法定の特別教育のうち「自由研削用と

石の取替え等の業務」の特別教育を、事業者の委託を受けて実施することといたしました。 

なお、「自由研削用研削盤」の種類は、概ね次の通りです。  

① 携帯用グラインダ（ポータブルグラインダ・ハンドグラインダ等） 

② 卓上（床上）グラインダ（両頭グラインダ）   

③ 切断機    ④ ワゴングラインダ    ⑤ スィンググラインダ 

⑥ その他（木工機械等に研削といしを取り付けて使用するもの等） 

 

 

１ 日 時   

① 令和６年 ６月 ７日(金)   時間は各回とも 8 時 50 分～16時 10 分 

② 令和６年１１月１日(金)   受付開始は８時２０分から 

③ 令和７年３月１４日(金) 

 

２ 場 所  北海道トラック総合研修センター 

              札幌市中央区南９条西１丁目 (駐車場はありませんのでご留意願います)  

                  (地下鉄南北線中島公園駅下車、徒歩約３分) 

 

３ 受講料   

 受講料 テキスト代 合計（税込） 

会員 ７，７００円  ９１３円 ８，６１３円 

一般 ９，９００円  ９１３円 １０，８１３円 

             (会員：札幌労働基準協会会員)  

 

４ 法定講習科目・時間数 

    (1)学科教育 

       ・自由研削用研削盤、自由研削用といし、取付け具等に関する知識  ２時間 

      ・自由研削用と石の取付方法及び試運転の方法に関する知識     １時間 

       ・関 係 法 令                         １時間 

なお、何でもかまいませんので、筆記具をご持参願います。 

   (2)実技教育 

      ・自由研削用と石の取付方法及び試運転の方法            ２時間 

 

５ 受付・定員  申込の受付は定員（40 名、変更の可能性有）に達し次第締切ります。 

 

６ 修了証    教育終了時に特別教育修了証を交付いたします｡ 

 

裏面もご覧下さい 



 

 

７ 申込方法 

  ・下記の「委託申込書」に必要事項を記入し、郵送又はＦＡＸにてお申し込み下さい。 

《申込先》  札 幌 労 働 基 準 協 会  

〒060-0807 札幌市北区北 7 条西 2 丁目 37 山京ビル 2Ｆ

            電話 757-0340 FAX757-1803                             

  ・「受講票」が送付されましたら、受講料・テキスト代を下記の口座にお振込み下さい。 

 北洋銀行北七条支店普通預金口座 ９３０４４７（札幌労働基準協会）  

    （送金手数料は、貴社のご負担にてお願いします。） 

 

８ その他                                                  

(1)  受講当日に欠席した場合、受講料は返金いたしませんのでご了承下さい。 

(2)  受講者数が 10 名に達しない場合、講習を中止することがありますのでご了承願います。 

(3)  会場に駐車場及び食堂はありませんのでご留意願います。 

(4)  実習の際は共通の機材を使用しますので、手指消毒の用意はありますが、ご自分の

防滑作業用手袋を使用される方はご持参願います。 

 

  --------------------  （切り取らずにＦＡＸ可です）  -------------------- 

 

《自由研削用といしの取替え等の業務》特別教育(学科・実技)実施委託申込書 
 

〔   月実施分〕 
 
 
 番号 

   ふ  り  が  な            
   氏      名   生年月日        住        所 

 

   S 
     ･   ･ 
 H 

〒 
 

  S 
     ･   ･ 
 H 

〒 
 

 勤務先名称                                      (電 話     －    )

   
  前 記 の 者 に 対 し ､ 労 働 安 全 衛 生 法 第 5 9 条 第 3 項 に よ る  ｢ 自 由 研 削 用 と い し の 取 替 え 等 の 業 務 ｣  に つ い て                                                                      

  特 別 教 育 （ 学 科 ･ 実 技 ） の 実 施 を 委 託 い た し ま す ｡                                   

会員・非会員

の別 

どちらかに○印を

願います。 

 

 札 幌 労 働 基 準 協 会 長  殿                             

                                   令和   年  月  日 

 
□□□-□□□□  

事業場所在地 .名称                      

 

事 業 主  氏 名 印                                      ㊞   


